
処方・調剤・
保険請求の

Q 分開…駒調剤駄問り 扱 い

について質問があります。例えば投与日数が

14日分を超える内服薬の処方せんを，同一の保険薬局に

おいて分割して調剤した際， 2回目の分割調剤時の処方

せんと新規の処方せん(どちらも同ーの保険医療機関か

ら交付)を同時に受け付けた場合は，調剤基本料の算定

は新規の処方せんしか認められないのでしょうか。それ

とも，分割調剤の処方せんについても算定できますか。

(匿名希望)

A 調叩料と し て 新 規 の 処 方 せ んω て

は41点(または25点)，分割調剤の2回目の処

方せんについては5点を算定することができます。

分割調剤とは， ①薬剤jの保存の困難性などの理由のほ

か， ②患者の後発医薬品の試用を目的として実施するも

のです。同ーの保険薬局において分割調剤を行った場合

には，調剤基本料として 初回受付時は通常の所定点数

(41点または25点)， 2回目以降(②の場合は， 2回目の

み)は5点を算定します。

ただし分割調剤は投与日数の違いに関係なく実施で

きるものですが， ①のケースのうち，分割調剤の2回目

以降に調剤基本料として5点を算定することが認められ

るのは， 14日分を超える長期投薬の処方せんである場合

に限られています (表1)。

また，ご質問のケースのように，同ーの保険薬局で分

割調剤を行った際に，患者から，同ーの保険医療機関か

ら交付された分割調剤の2回目(以降)の処方せんと新規

の処方せんを同時に受け付けることがあります。そのよ

うな場合で、あっても，前述の取り扱いにしたがって，そ

れぞれの処方せんについて調剤基本料〔新規の処方せん

は通常の所定点数，分割調剤の2回目(以降)の処方せん

は5点〕を算定して差し支えありません。
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表1 分割調剤時の調剤基本料

区分00 調剤基本料(処方せんの受付l回につき) 41 点
注4 長期投薬 (14日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に

係る処方せん受付において，薬剤lの保存が困難であること
などの理由により分割して調剤を行った場合，当該処方
せんに基づく 当該保険薬局における2回目以降の調剤につ
いては， 1分割調剤jにつき5点を算定する。なお，当該調
剤においては第2節薬学管理科は算定しない。

5 後発医薬品に係る処方せん受付において，当該処方せ
んの発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用する
こととなることなどの理由により分割して調剤を行った場
合，当該処方せんに基づく当該保険薬局における2回目の
調剤に限り， 5)点を算定する。なお，当該調剤においては，
第2節薬学管理料 ([三分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指
導料を除く 。)は算定しない。

調布l報酬点数表(平成26年3月5日，厚生労働省告示第57号)より

Q 内駅 分割 調剤 した 場合 初 献 の削

は，実際に調剤・投与した回数分に対応する

点数を算定し， 2回目は，初回分と2回目の調剤回数の

合算分に対応する点数から初回算定分を差し引いた点数

を算定しますが，内服薬以外である場合の調剤料の算定

は，どのように考えればよいのでしょうか。(匿名希望)

A 日数分同じて計算するものか それとも I調

剤に応じて計算するものであるかの違いによっ

て判断してください。

具体的には，内服薬のように，調剤した日数分に応じ

て調剤料を計算する区分(すなわち， i湯薬j)の場合は，

内服薬の取り扱いに準じて算定します。また，調剤料を

11調剤につき」計算する区分(日数分に応じて取り扱うも

のは除く。すなわち， I浸煎薬j，I外用薬j，I内服用滴

剤j)の場合は，分割調剤の都度，それぞれの所定点数

(190点，10点，10点)を算定できます (表2)。

ただしそれ以外の区分(すわなち， i屯服薬」と「注

射薬j)の場合は，初回のみ所定点数を算定しますが，分

割調剤の2回目以降の調剤料は算定できません。
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表2 調剤料の区分

区分01 調斉Ij料

l 内服薬 (浸煎薬及び湯薬を除く 。(1剤につき))

2 屯服薬
3 浸煎薬 (1調剤につき)
4 湯薬 (1調剤につき)

5点/1日分-89点/31日分以上

21点
190点

190点/7日分以下-400点/29日分以上
5 注射薬

6 外用薬 (1調剤につき)
26点
10点

注1 1の内服薬について，内服用滴剤を調剤した場合は.1調
期jにつき 10点を算定する。

調弗l報酬点数表(平成26年3月5日，厚生労働省告示第57号)より

Q 分割調腕間合の理由は薬開存の

困難性や後発医薬品の試用とされていますが，

それ以外の場合も認められるのでしょうか。 (匿名希望)

A:閣そ初仇の他伽の理叩認掛めら凶れか吋討す

分割調剤の具体的なケ一スについては，①薬

剤の長期保存の困難性や，②後発医薬品の試用が例示さ

表3 分割調剤の理由

区分00 調剤基本科

(7) I注4Jについては，長期投薬 (14日分を超える投薬をい
う。以下同じ。)に係る処方せんによって調剤を行う場合

であって，処方薬の長期保存の困難その他の理由によって
分割して調剤する必要があり ，分割l調剤lを行った場合で，
I処方せんの2回目以降の調剤を同ーの保険薬局において

2回目以降行った場合に算定する。

(8) I注4Jに係る分割調剤を行う場合は，処方せんの受付I時
に，当該処方せんを発行した医療機関などに対し!照会を行

うとともに，分割理由などの必要な事項を調剤録に記入す
ること。

「診療報酬のZ~定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(平成26年3月5日，保医発0305第3号)別添3より

れていますが，それ以外のケースであっても実施するこ

とは可能です。①や②のように具体的に例示されている

わけではありませんが.rその他の理由Jである場合も認

められています (表3)。

また，分割調剤jを行った場合には，その理由を調剤録

に記入することになっていますので，忘れないようにし

てください。
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薬学的知見に基づく指導義務が薬剤師法25条の2に明記され、調剤後の患者の経過に対して、

薬剤師が担う責任が大きくなりました。なかでも医薬品の副作用対策は、適正な薬物療法実践の

ために薬剤師の職能発擦が不可欠な業務です。医薬分業が広まった現在、高いレベルでの副作用

モニタリングの実践は、薬局薬剤師にとって極めて重要な課題といえます。

本臨時増刊号では、薬局薬剤師が副作用モニタリングを行う上で、押さえておきたいポイン卜を

さまざまな角度から取り上げ、第一線で活躍の医師・薬剤師が解説します。
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